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 創 刊 号 平成 19年 4月 16日 
    

― 月刊「ｉｎｆｏ（いんふぉ）」創刊にあたって ― 
平成 9年 4月 1日に独立して今年 4月から 11年目に入ります。この 10年間は振り 
返るとあっという間に過ぎたような気がします。事務所報を作りたいという気持ちは

ずっとあったものの、毎日の忙しさのせいにして怠けていましたが、一念発起して 
創刊号を発刊するにいたりました。健康保険法、雇用保険法、労働基準法、労働安全 
衛生法、労働災害保険法、厚生年金法等をはじめ、経営の周辺分野の法律改正情報を

どんどんお知らせします。そのほか、人事・労働関係の情報、事例、判例なども取り 
上げる予定です。労務をめぐる問題は年々複雑に難しくなっています。制度の変更も頻繁に行われています。みっち 
り調べてタイムリーにお知らせできるようにがんばりますので感想・意見をどしどしお寄せください。基本は月 1回 
の発行ですが、取り急ぎお知らせするべき情報があれば臨時号も出す予定です。よろしくお願いします。 
 

 

特集「大きく変わるパートタイム労働者の扱い」 

政策審議会は2006年12月26日、厚生労働大臣に対して、

今後のパートタイム労働対策についての検討した結果を報告

しています。 その報告は、「パートタイム労働者と通常の労

働者との均衡ある処遇の確保」を促進するための規定などを

示しています。厚労省は報告を踏まえ、2007年通常国会に関

係法案を提出する予定とのことですが、そのまま通ればパー

トタイマーの扱いが大きく変わる可能性がありますのでその

内容の一部をご紹介します。 

 

労働条件の明示等 

パートタイム労働法において、労働条件に関する文書を交付

するように努めることとされている規定については、労働基

準法において義務付けられた事項に加え、一定の事項（昇給、

賞与・退職金の有無）を明示した文書等を交付することを事

業主の義務とする規定とすることが適当である。 

 なお、パートタイム労働法に基づく助言・指導・勧告を行

っても履行されない場合の担保措置として、過料を設けるこ

とが適当である。 

 

通常の労働者との均衡ある待遇の確保の促進 

通常の労働者と職務、職業生活を通じた人材活用の仕組み、

運用等及び雇用契約期間等の就業の実態が同じであるパート

タイム労働者については、パートタイム労働者であることを

理由として、その待遇について差別的取扱いをすることを禁

止することが適当である。事業主は、通常の労働者との均衡

ある待遇の確保を図るため、パートタイム労働者の職務、意

欲、能力、経験、成果等を勘案して、職務関連の賃金（基本

給、賞与、役付手当等の勤務手当及び精皆勤手当）を決定す 

るように努めることとすることが適当である。 

  また、通常の労働者と職務及び人材活用の仕組み、運用等が

同様であるパートタイム労働者については、その賃金の決定方

法を通常の労働者と共通にするよう努め、また、事業主は、通

常の労働者と均衡ある待遇の確保を図るため、パートタイム労

働者の職務、意欲、能力、経験、成果等に応じ、教育訓練を行

うよう努めることとすることが適当である。 

 

通常の労働者への転換の促進 

事業主は、パートタイム労働者に対し、通常の労働者への転換

の推進に向けた措置を講ずることが適当である。この措置とし

ては、例えば当該事業所の通常の労働者の募集に関する情報を

遅滞なく周知すること、通常の労働者の募集に応募する機会を

与えること、通常の労働者への転換制度を導入すること等が考

えられる。国は、パートタイム労働者の通常の労働者への転換

を推進する事業主に対し、援助等必要な措置を講ずるよう努め

ることとすることが適当である。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

社員と仕事内容が同じで、長期間続けて勤務するパートに対し

ては「差別的な取り扱いを禁止する」と明示し、賃金などで社

員と同水準の処遇にするよう義務付けています。 

 賃金に関しては社員との間に不当な格差がないよう仕事内

容や能力、経験、成果などを考慮して決定することを要請。仕

事の実態が社員に近いパートは、賃金の決め方を社員と共通に

するよう企業は努力しなければならないとしています。 

つまり、パートタイマーの待遇を正社員並みに引き上げるこ

と、パートタイマーから正社員へ転換させることを会社に強制

させる内容となっています。安倍晋三首相の掲げる再チャレン

ジ支援の柱の１つということですが、企業に負担を押し付ける

やり方に経済界から反発が考えられます。 

 



法律改正情報 

各分野の改正された法律、制度などをお知らせします。 

 
 

１ ７０歳以上で会社からの報酬額により老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止 

  ７０歳以上の方も、厚生年金の適用事業所に勤務の場合、老齢厚生年金と賃金の合計額が４８万円を上回るときは、 

老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となります。 

ただし、昭和１２年４月１日以前生まれの方は、対象となりません。 

 

老齢厚生年金の基本月額（※１）＋賃金（総報酬月額相当額（※２））の合計額が４８万円を超えているか。 

はい  

↓ 

 いいえ 

↓ 

老齢厚生年金の全部または一部が支給停止  老齢厚生年金は全額支給 

         ↓   

支給停止後の年金支給月額＝基本月額－（基

本月額＋総報酬月額相当額－４８万円）÷２ 

  

※１ 基本月額：加給年金額を除いた老齢厚生年金（報酬比例部分の）月額 

※２ 総報酬月額相当額：（その月の標準報酬月額相当額）＋（その月以前１年間の標準賞与額相当額（その月以前１年間  のボーナス））÷１２     
≪例≫ 基本月額が８万円、総報酬月額相当額が４２万円のときは、１万円の老齢厚生年金が支給停止となり、 

年金支給月額は７万円となる。    ８万円－（８万円＋４２万円－４８万円）÷２＝７万円 

     
【手続】 平成１９年４月１日以降、次の要件に該当する方を、引き続き雇用している事業主、または新たに雇用した 

事業主は、その従業員に係る雇用、退職または賃金等の額に関する届書を、社会保険事務所へ提出しなけれ 

ばならない。 

・７０歳以上の人（昭和１２年４月１日以前生まれの方を除く。） 

・ 厚生年金の適用事業所に常時（勤務日数および勤務時間が一般の従業員のおおむね４分の３以上）勤めて

おり、過去に厚生年金保険の加入期間を有する方（老齢厚生年金を受給しているかを問わない。） 

 

２ ６５歳時点で年金を受ける必要のない方は、６６歳以降に増額して受けられる 

６５歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、６５歳からは受け取らずに、６６歳以降に支給の繰下げの 

申出をした場合は、そのときから増額された老齢厚生年金を受けることができます。 

繰下げ加算額＝繰下げ対象額×増額率 

※ 繰下げ対象額は、原則、65歳時点の老齢厚生年金の額を基準として、受け取らない期間中の賃金等の金額と調 

整を行った上で計算した額をもとにして計算されます。 

※ 増額率は、「支給を繰下げた月数×0.7％」で計算され、最大「42％」です。 

 

【対象となる方】 

○ 平成１９年４月１日以後に｢６５歳からの老齢厚生年金｣を受けることができることとなった人であって、その日 

から１年以内に老齢厚生年金の請求をしていない人 

※ ６０歳から６５歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受けていた方も対象となる。 

※ 老齢厚生年金を受けることができることとなった日の翌日から１年以内に、遺族厚生年金や障害厚生年金等の 

受給権者となった方は対象とならない。 

                年   金       平成19年4月1日改正 



３ ６５歳以上の方の遺族厚生年金の支給方法の見直し 

 遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある６５歳以上の方は、 

 ①自身の老齢厚生年金等は全額支給 

 ②遺族厚生年金は、自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、その差額のみ支給  

※ 老齢基礎年金は全額支給される。 

※ 平成１９年４月１日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、すでに６５歳以上の方（昭和１７年４月１ 

日以前生まれの方）は、この新しい仕組みの対象とならない。 

 

４ 若齢期の妻の遺族厚生年金制度の見直し 

① 夫の死亡時に３０歳未満で子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、５年間の有期給付となる（子 

を養育しなくなったときに妻が３０歳未満の場合には、その時点から５年間）。 

② 妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算（年間594,200円）は、夫死亡時に４０歳以上である妻に、 

６５歳に到達するまでの間、支給されることとなる（従来は夫死亡時３５歳以上である妻に対して４０歳から支

給）。 

※ 平成１９年４月１日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、この新しい仕組みの対象とならない。 

 

５ 離婚時の厚生年金の分割制度が導入 

平成１９年４月１日以後に離婚された場合に、その婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意 

した割合に基づき分割することができる制度。対象となる人は、  

・ 離婚時に、夫婦間での年金分割の合意ができているか、または、合意できていないときは、家庭裁判所への申立て 

により分割が決定された夫婦 

・ 平成19年4月以後の離婚が対象 

・ 分割対象となる期間は婚姻期間中のみ。結婚していた過去の期間まで遡る。 

・ 年金分割は、年金額をそのものを分割するのではなく、婚姻期間中の標準報酬、標準賞与を分割する 

・ 按分割合は、婚姻期間中の最大２分の１ 

・ 年金分割は、標準報酬の改定請求をすることによって分割が決定される。 

・ 婚姻期間中の標準報酬・賞与の総額が、より多い人から、より少ない人への分割 

【手続】 年金分割の請求書に戸籍謄本や分割割合を定めた必要書類を添付して社会保険事務所へご提出 

※当事者の合意または裁判手続により分割割合（５０％を上限）を定める必要がある 

※年金分割は、原則として、離婚をした日の翌日から２年以内に請求する必要がある。 

 

６ 本人からの申出により、年金を受け取らないことができる 

自身の判断で年金を受け取らないという選択ができるようになりました。  

年金を受け取らない旨の申出をした時は、その翌月分から年金の支給が停止となります。なお、過去にさかのぼっ 

て申出をすることはできません。ただし、いつでも将来に向かって年金の受取りを再開することができる。再開す 

る旨の申出をしたときは、その翌月分から年金が支給されます。  

 

７ 国民年金の保険料額が改定される 

  平成１９年４月分から平成２０年３月分までの国民年金保険料は、月２４０円引き上げされ、月額１４，１００円

となりました。   

 
 
 



 

健康保険の標準報酬月額表の改定 

 （１） 標準報酬等級の上限・下限の変更 

     上限に４等級を追加、下限に４等級が追加され、現行の39等級が47等級へと変わりました。 

     標準報酬月額の上限額は98万円から121万円に引き上げ。下限額は9万8千円から5万8千円に引き下げ。 

 （２） 標準賞与額の上限額が変更 

     １回あたり200万円から年間540万円に変わる。 

     給料が100万5千円を超える人（ほとんど役員）、9万３千未満の人は健康保険料が変わります。 

 
   追加された下限4等級 

健 保 ・ 介護 保 険 介護保険 2号被保険者非該当 介護保険 2号被保険者該当 

報 酬 月 額 82/1000 
事業主または 

被保険者負担 
94.3/1000 

事業主または 

被保険者負担 
等級 

標準報酬 
(円) 

以上(円) 未満(円) (円) (円) (円) (円) 

1 58,000 ・ 63,000 4,756.00 2,378.00 5,469.40 2,734.70 

2 68,000 63,000 73,000 5,576.00 2,788.00 6,412.40 3,206.20 

3 78,000 73,000 83,000 6,396.00 3,198.00 7,355.40 3,677.70 

4 88,000 83,000 93,000 7,216.00 3,608.00 8,298.40 4,149.20 

 
      追加された上限4等級 

44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 84,460.00 42,230.00 97,129.00 48,564.50 

45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 89,380.00 44,690.00 102,787.00 51,393.50 

46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 94,300.00 47,150.00 108,445.00 54,222.50 

47 1,210,000 1,175,000 ・ 99,220.00 49,610.00 114,103.00 57,051.50 

 

傷病手当金・出産手当金の改定 

被保険者が病気やけがのために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「傷病手当金」、出産のため仕事を 

休み、給料を受けられないときに支給される「出産手当金」の支給額が1日につき「標準報酬日額の6割に相当する額」 

から「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられました。 

 

資格喪失後の出産手当金の廃止 

資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                健 康 保 険      平成19年4月1日改



 
 今回の改正は、平成１１年以来８年ぶりの大きな改正で、女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止 

へと拡大されるとともに、いわゆる「間接差別」も新たに禁止される。 

  また、妊娠・出産などを理由とする不利益扱いについて、解雇に加えて解雇以外の不利益扱いも禁止されるなど、 

雇用管理において事業主が配慮しなければならない事項が従来より増えることになる。 

  

■ 性別を理由とする差別の禁止 

 現行法は、基本理念の中で「女性であることを理由とする差別」を禁止しているが、今回の改正により「性別を理由

とする差別」が禁止され、男女雇用機会均等法は実質的にも男女双方への性差別を禁止する法律に大きく衣替えするこ

とになる。これにより、男性も法律に基づく調停など紛争解決の援助を求めることができるようになる。  

 

■ 差別禁止の対象の明確化と拡大 

 現行法は、「募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇」について差別的な扱いを禁止しているが、

改正により、これらに加えて「降格、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、労働契約の更新」についても性別を

理由として差別することが禁止される。また、「配置」には「業務の配分及び権限の付与」が明確化された。 

 具体的な内容や差別的な扱いと認められる例には別に定められた「事業主が適切に対処するための指針」で示されて

いて、その中で新しく追加された対象事項は左記のとおり。 

 

差別扱い禁止の事項とその例 

 

【 降格 】 「降格」 とは、企業内での労働者の位置づけについて上位の職階から下位の職階への移動を行うこと

をいう。（昇進・昇格の反対の措置である場合を含む） 

（例） 営業成績が悪い者について降格の対象と定めている場合に、男性については   

成績が最低の者のみを対象とし、女性は平均以下の者を対象とすること  

 

【 職種の変更 】  ｢職種｣ とは、職務や職責の類似性に着目して分類されるものをいう。 

（｢営業職｣ と 「技術職」 、 「総合職」 と 「一般職」 の区別など） 

（例） 「一般職」 から 「総合職」 への変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること 

  

【 雇用形態の変更 】 ｢雇用形態」 とは、労働契約の期間の定めの有無、所定労働時間の長さなどにより分類されるものを

いう。（「正社員」「パート」「契約社員」など） 

（例）「有期契約社員」 から 「正社員」 への変更のための試験の合格基準を、男女で異なるものに

すること 

【 退職の勧奨 】 「退職の勧奨」 とは、雇用する労働者に対し退職を促すことをいう。 

（例）経営の合理化に際して、既婚の女性のみに退職の勧奨を行うこと 

【 労働契約の更新 】 「労働契約の更新」 とは、雇用の定めのある労働契約について、期間の満了に際して従前の契約と基

本的な内容が同じである労働契約を締結することをいう。 

（例）男女のいずれかについてのみ、更新回数の上限を設けること  

【 配置に係る業務の 

配分及び権限の付与 】 

「業務の配分」 とは、特定の労働者に対し、ある部門、ラインなどが所掌している複数の

業務のうち、一定の業務を割り当てることをいい、日常的な業務指示は含まれない。 

（例）営業部門において,男性は外勤とし、女性は内勤業務のみとすること 

   ｢権限の付与」 とは、労働者に対し一定の業務を遂行するに当たって必要な 

権限を委任することをいう。  

（例）自己の責任で買い付けできる金額について、男性を女性より高く設定すること  
  

男女雇用機会均等法   平成19年4月1日改正 



 
めっきり減った助成金。しかし、まだ知っておいて損はないというものもあります。その中からいくつかご紹介します。  

トライアル雇用奨励金 

厚生労働省では、就職を希望する次の①から⑤の者（以下「対象労働者」といいます）を対象とするトライアル雇用事

業を行っています。 

① 中高年齢者（４５歳以上６５歳未満）   ② 若年者（３５歳未満） 

③ 母子家庭の母等             ④ 障害者 

⑤ 日雇労働者・ホームレス  

 

トライアル雇用の特長 

ハローワークが紹介する対象労働者を短期間（原則として３か月間）試行的に雇い、企業は、トライアル雇用中に対象

労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。 また、企業

は、このトライアル雇用に対して一定の奨励金の支給を受けることができ、雇入れにかかる一定の負担軽減が図られま

す。対象労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に把握することができ、また、トライアル雇用中に

努力することで、その後の本採用などに道が開かれます。  

   

奨励金の支給 

事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者１人につき、月額５０，０００円が最大３か月間支給 

（ただし、要件を満たす場合に限ります。） 

 

トライアル雇用の実施と報告書の作成・奨励金の申請 

ハローワークには求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」

を提出。ハローワークでは対象労働者との相談の中で、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる人

を紹介する。 

①から③の対象労働者をトライアル雇用する事業主の方は、常用雇用への移行の促進を図る観点から、トライアル雇用

中に講じる措置、常用雇用への移行のための要件等に関する「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから２週間以内に、

対象労働者と十分に話し合い、その合意を得た上で対象労働者を紹介したハローワークに提出。 

 トライアル雇用が終了したとき、又はトライアル雇用期間中に常用雇用に移行した場合には、事業所を管轄するハロ

ーワークに「トライアル雇用結果報告書」を提出。 

また、奨励金の支給を受けるには、トライアル雇用終了後１か月以内に「試行雇用奨励金支給申請書」に必要書類を添

えて事業所を管轄するハローワークに提出。 

 

留意事項 

 この事業の対象になるのは、ハローワークに求職登録している対象労働者をハローワークの紹介によりトライアル雇

用として雇い入れた場合である。（紹介状に「トライアル雇用」と明記されている。） 

 

※ 次に該当する事業主の場合、この事業の対象にはならない。 

・過去６か月の間に労働者の解雇を行った場合。  

・雇い入れた対象労働者を、過去３年の間に雇用していた場合。  

・過去６か月の間に一定数以上の特定受給資格者（離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕が

なく離職を余儀なくされた雇用保険受給資格者）を出している事業主。  

・過去３年以内に不正行為により本奨励金の不支給または支給の取り消しの措置を受けた事業主。  

・過去３年以内に雇用保険三事業の助成金を不正に受け、又は受けようとした事業主。  

 

この制度のいいのは3ヶ月間とりあえず使ってみて適性がなければ辞めさせることができることです。 

 

知って得する助成金情報  




